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（
農
林
水
産
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

一
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
農
林
水
産
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
十
七
年
度
末
に
中
期
目
標
期
間

が
終
了
す
る
農
業･

生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
等
四
法
人
の
統
合
、
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
等
二
法
人
の
統
合
及
び

統
合
後
の
法
人
を
含
む
十
法
人
の
役
職
員
の
身
分
を
非
公
務
員
化
す
る
等
の
た
め
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
の
一
部
改
正

１

農
業･

生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
、
農
業
工
学
研
究
所
、
食
品
総
合
研
究
所
及
び
農
業
者
大
学
校
を
統
合
し
、

新
た
に
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
統
合
に
伴
う
目
的
・
業
務
規
定

等
の
改
正
を
行
う
。

２

民
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、
民
間
研
究
を
加
速
化

す
る
た
め
に
民
間
等
の
行
う
研
究
に
対
す
る
出
資･

貸
付
け
業
務
を
廃
止
し
、
こ
れ
を
委
託
方
式
に
変
更
す
る
。
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二
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正

１

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
と
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー
を
統
合
し
、
新
た
に
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
と
す
る

と
と
も
に
、
こ
の
統
合
に
伴
う
目
的
・
業
務
規
定
の
改
正
を
行
う
。

２

さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
い
る
さ
け
類
及
び
ま
す
類
の
ふ
化
及
び
放
流
の
業
務
に
つ
い
て
、
個
体
群

の
維
持
の
た
め
の
も
の
に
限
り
、
新
た
な
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
移
管
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正

種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
い
る
茶
樹
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及
び
配
布
の
業
務
を
廃
止
す
る
。

四
、
役
職
員
の
身
分
の
非
公
務
員
化
等

統
合
後
の
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
統
合
後
の
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
種
苗
管
理
セ

、

、

、

、

、

、

ン
タ
ー

家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

林
木
育
種
セ
ン
タ
ー

水
産
大
学
校

農
業
生
物
資
源
研
究
所

農
業
環
境
技
術
研
究
所

国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
森
林
総
合
研
究
所
の
役
職
員
の
身
分
を
非
公
務
員
化
す
る
と
と
も
に
、
役
職
員
に
秘

密
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
こ

と
と
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。


